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0平成20年度予算繰越分

翌年へ繰越

0

181

150

72

平成19年度予算

平成20年度予算

執行額

189

官公庁施設の建設等に関する法律第10条において、国費の支弁に属する一定額以上の営繕及び建設等は、国土交通大臣が行
うものとされており、本事業については、原則として国土交通省に委任し工事を実施している。
各年度において、入札における落札者がいなかった場合等は、支出委任先の国土交通省において繰越が行われ事業は翌年度
以降に実施される。

予算額

204

198

178

3

補
　
記 平成19年度事業

平成20年度事業

平成21年度事業

・年度別の予算の使用状況

181

平成21年度予算

事業番号 0002

　　　　　　　　　　　　　行政事業レビューシート　　　　(  総　務　省　)

予算事業名
総務省本省施設整備費

(総務省第二庁舎施設整備事業）
事業開始

年度
平成19年度 作成責任者

担当部局庁 総務省統計局 担当課室 総務課 課長　杉山　茂

会計区分 一般会計 上位政策 総務本省施設整備に必要な経費

根拠法令
（具体的な

条項も記載）
総務省組織令第23条第4号

関係する計
画、通知等

平成２２年度各省各庁営繕計画書に関する意見書に
ついて（平成２１年８月２０日付け国営計第４７号）等

事業の目的
（目指す姿を簡
潔に。3行程度

以内）

総務省第二庁舎での行政事務が円滑に行えるよう施設整備を行うもの。

事業概要
（5行程度以
内。別添可）

 総務省第二庁舎は、竣工後すでに４０年が経過し設備等の経年劣化が著しいことに加え、平成１８年８月に国土交通
省が公表した官庁施設の耐震診断結果では「震度６強以上の地震で倒壊する危険性が高い」との最も悪い報告を受け
ている。　仮に耐震補強（免震）工事並びに機械及び電気設備工事を行うこととした場合には、約41億円の費用を要す
ると見込まれている。しかし、平成19年に財務省の有識者会議において当庁舎は中央合同庁舎4号館へ移転集約化す
る答申が出された。このため移転までの間、職員の安全の確保を図る最低限の設備改修として、震災時における生存
空間を確保するための補強工事の他、国土交通省に予算を支出委任し、老朽化による突発的な事故を未然に防ぐた
めの機械設備（給排水）改修工事及び、電気設備（受変電設備）改修工事を行う。（全体所要額約9億円）

実施状況

総務省において平成21年度から平成22年度にかけて震災時における生存空間確保のための補強工事（約1億円）を
行っている。なお、工事は、当初想定したカーボン素材から高延性材（ポリエステル等）に変更することで性能を維持し
ながら工事費用を抑えた。

国土交通省に支出委任して実施する事業として、平成19年度から平成21年度にかけて機械設備（給排水）改修工事
（約3億円）及び平成22年度から平成25年度にかけて電気設備（受変電設備）改修工事（約5億円）を実施する。

予算の状況
（単位:百万円）

19年度 20年度 21年度 22年度 23年度要求

予算額(補正後） 204 198 178 177 87

執行額 189 3 134

執行率 93% 1.5% 75%

総事業費(執行ベース) 189 3 134

自
己
点
検

支出先・
使途の把
握水準・
状況

国土交通省に支出委任している事業については、事業実施期間中に毎週一回、国土交通省及び受注業者と定例会議
を実施し、事業の進捗状況の把握を行っている。また、その他の事業については、総務省が直接受注業者に聞き取り
を行い進捗状況の把握を行っている。

見直しの
余地

国土交通省に支出委任している事業については、使用する部材について同等水準の安価な部材を採用すること等を
含め経済的かつ効率的な事業が行えるよう国土交通省と検証を行う。

予
算
監
視
・
効
率

化
チ
ー

ム
の
所
見

更なる見直し、改善が必要
（最低限の措置に限定）

（単位:百万円）

25

109

不用額



資金の流れ
(資金の受け取
り先が何を行っ
ているかについ

て補足する)
(単位:百万円)

B．日本装芸（株）

１１５百万円

A．国土交通省関東地方整備

局

１１５百万円

【支出委任】 【一般競争入札】（応札者：１者）

機械設備（給排水）改修工事

C．中島建設（株）

１５百万円

総務省統計局

１３４百万円

D．東京美装興業（株）

４百万円

【一般競争入札】（応札者：5者）

【一般競争入札】（応札者：2者）

生存空間を確保するための補強

総務省第二庁舎エントランスホール

内装改修等工事



施設整備費 機械設備（給排水）改修工事

費　目

115

費目・使途
（「資金の流れ」
においてブロッ
クごとに最大の
金額が支出さ
れている者に
ついて記載す
る。使途と費目
の双方で実情
が分かるように

記載）

A.国土交通省関東地方整備局 E.

費　目 使　途 金　額
(百万円）

施設整備費 機械設備（給排水）改修工事 115

使　途 金　額
(百万円）

計 115 計 0

B.日本装芸（株） F.

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

計 115 計 0

C.中島建設（株） G.

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

施設整備費
総務省第二庁舎エントランスホー
ル内装改修等工事 15

計 15 計 0

D.東京美装興業（株） Ｈ.

費　目 使　途 金　額
(百万円）

費　目 使　途 金　額
(百万円）

施設整備費 生存空間を確保するための補強
工事

4

0計 4 計



○総務省第二庁舎の概要○総務省第二庁舎の概要

•昭和４３年７月竣工

•鉄骨鉄筋コンクリート造 地上８階/地下２階

•建築面積：3,888㎡

•延床面積：35 024㎡•延床面積：35,024㎡

○附属建物○附属建物

•４号庁舎 （昭和36年1月竣工 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 地上2階 建築面積：1,386㎡）

•別館 （昭和53年7月竣工 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 地上4階 建築面積：2,781㎡）

•別棟 （平成10年12月竣工 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 地上1階 建築面積：248㎡）

○入居官署○入居官署

•人事・恩給局 157人（H20.4.1現在）

•統計局 519人（〃）

•統計研修所 50人（〃）

•（独）統計センター 1,107人（H20.5.1現在）

•（独）平和祈念事業特別基金 30人（〃）



＜庁舎改修の必要性＞

総務省第 庁舎 び保全 す 検 資料 成 年総務省第二庁舎の耐震及び保全に関する検討資料（平成16年）

国土交通省関東地方整備局

庁舎耐震化、電気設備及び機械設備の改修を要する。

（所要額４１億円）

＜庁舎使用を取り巻く状況＞＜庁舎使用を取り巻く状況＞

国有財産の有効活用に関する報告書（平成19年）

財務省

総務省第二庁舎移転（中央合同庁舎4号館に集約化）

＜庁舎改修の方針＞

改修の必要性と庁舎の使用期間を踏まえ必要最小限の事業とする

当初所要額４１億円 → 変更後所要額９億円当初所要額４１億円 → 変更後所要額９億円



○総務本省施設整備費に係る「事業の流れ」

①事業の所要額積算依頼 ③予算要求

総 務 省

⑤予算の委任

②事業の所要額積算

④予算化

財務省

国土交通省

⑥入札予定価格の作成及び執行
⑦契約の締結、事業の監督

○事業は、原則として国土交通省に委任して行う
根拠→「官公庁施設の建設等に関する法律」
第10条1項： 国費の支弁に属する一定額以上の営繕及び建設等は、国土交通大臣が行う。

受注会社

○耐震改修工事は、業務との調整を図りながら事業を実施するため総務省で実施した。
根拠→「官公庁施設の建設等に関する法律」
第10条2項：前項の規定にかかわらず、特別の事情により国土交通大臣以外の各省各庁の長

が行うことを適当とする建築物の営繕は、国土交通大臣と協議してこれを行うことが
できる。



○民間等のビルを借り上げた場合のコスト

総務省第二庁舎（１０，６１３坪）
＜東京都新宿区＞

＜埼玉県さいたま市＞
・月額借料11,805 円/坪

10,613坪×11,805円＝125,286千円
125 286千円×12カ月＝1 503 432千円/年125,286千円×12カ月＝1,503,432千円/年

移転（平成29年）までの7年間の借料
1,503,432千円×7年＝10,524,024千円

※移転費用、LAN敷設等一切の付帯費用は含まない※移転費用、 敷設等 切の付帯費用は含まな

・年間約15億円の賃料の他、移転に係る経費（引越し、LAN、電話、電気工事等）等
を勘案すると、移転までの間、第二庁舎を修繕し利用するほうが効率的である。



 
 
 
 
 
 
 
 

総務省統計局、第八機動隊等の移転・再配置のイメージ 

第２期 総務省統計局等が中央合同庁舎第４号館に移転。（①） 

第３期 総務省統計局敷地に合同庁舎を整備し、第八機動隊等を集約化（②） 

※第 2期 23～25 年度目途、第 3期 26 年度以降目途 

財務省・４号館 

 

財務省・４号館 

 

 

総務省統計局等 

新宿区若松町 

第八機動隊 

（主要部分） 

第一営繕事務所 

東京行政評価事務所

四谷税務署 

処処分分  

処処分分  

新宿区百人町 

新宿区三栄町 

新宿地方合同庁舎 

①移転 

②移転 

②移転 

②移転 

②移転 

警察庁中野第二庁舎 

中野区野方 

敷地なし 

（警察庁中野第一庁舎敷地） 

（注）「処分」とあるのは、売却以外の有効活用策を含みうる。 

 

処処分分  

4
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